
「お金が返ってくるのでＡＴＭに行くように」は怪しいと疑いましょう！
　役場等の自治体や税務署、生命保険会社等の職員を名乗り、「医療費の還付金の手続きをする」、
「税金の還付がある」などと言って、スーパーやコンビニなどのＡＴＭに誘導し、「今日中」、「１時
間以内」などの期限で冷静に考える余裕を与えずに急がせてお金を振り込ませようとする還付金詐
欺被害が11月に町内でも発生しました。
　役場等の職員が、還付金の受取りのためにＡＴＭでの操作を行うように連絡することは絶対にあ
りません。わざわざ金融機関以外のＡＴＭを指定して携帯電話を持っていくように誘導された場合
は、怪しいと疑いましょう。還付金等について不審な電話があったら、警察や消費生活相談窓口に
相談しましょう。

※ご相談・お問い合わせ先　中山町消費生活相談窓口（住民税務課住民Ｇ内）☎６６２ - ２５９３

道路の除雪作業にご協力ください
　町では、安全で円滑な道路交通を確保するため道路の除雪作業を行っています。
　除雪作業に対する要望が数多く寄せられますが、全てに対応することはできません。地域ぐる
みの協力が必要となります。
　除雪作業を円滑に実施するため、次のような点について皆様のご理解とご協力をお願いします。

１．間口の雪処理にご協力ください
　除雪車が道路を除雪した後、かき分けられた雪が各家庭の間口に堆雪することがあります。
　限られた時間と除雪車での除雪作業となり、沿道一軒一軒の出入り口の確保や、各家庭に合
わせた作業はできません。ご自宅の間口に残った雪は、各ご家庭やご近所で協力し合い除雪を
お願いします。
２．路上駐車はやめましょう
　路上駐車は、除雪の妨げとなるだけでなく緊急車両の通行の支障となりますので、絶対にし
ないでください。路上駐車されている道路は除雪を中断せざるを得ない場合もあります。地域
でお互いに注意し、路上駐車をなくしましょう。
※山形警察署の指導により、発見し次第、警察に通報することとなっています。
３．道路（車道や歩道）への雪出しはやめましょう
　除雪後の道路に、各家庭や事業所の雪を押し出している光景が見受けられます。道路がでこ
ぼこになり交通事故や交通障害の原因となり危険です。屋根の雪、宅地内の雪は道路に出さな
いでください。個人の宅地内の排雪を行う場合は、指定の雪捨場へ搬入してください。
４．屋根雪の道路への落雪は、交通障害を起こすだけでなく、人命に関わることがありますので、
　危険な場所については、落下防止策を講じたり、雪下ろしをしてください。
５．国道・県道・町道の順に優先される除雪作業の原則から、生活道路等の除雪は遅れる場合も
　あります。また、除雪車の入れない狭い道路については町では除雪できません。地域ぐるみで
　対応してくださるよう、ご協力をお願いします。
６．庭木の枝が積雪により道路にはみ出し、除雪作業の支障になる場合がありますので、はみ出
　すおそれのある枝は事前に伐採するか、縄等で固定するようにしてください。
７．側溝に雪を捨てると、側溝が詰まり、水害が発生することがありますので、側溝に雪を捨て
　ないでください。
８．各地区に設定してある除雪路線ごとの雪押し場（空き地、農地等）の借地は、地元で所有者
　の方へ連絡などの対応をお願いします。
９．除雪車による工作物等の破損が発生した場合には、直ちに町へ連絡していただきますようお
　願いします。

　　　　　　　※お問い合わせ先　建設課建設整備Ｇ　☎６６２ - ２１１６
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中山町クリエイティ部

　町では、「中山町らしさ」を探しながら、そ
の素材の新しい商品やサービスの開発に実践的
に取り組み、自らのビジネスのスキルアップを
していく「中山町クリエイティ部」の活動の一
環として、次の公開講座を開催します。ぜひ、
ご聴講ください。
第1回：商品流通基礎講座
　　　　～素材が加工されて店頭で販売されるまで～

　●講師　合同会社エージェントスタイル
　　　　　代表　白石　展子氏
　●日時　１２月２７日（火）
　　　　　午後５時～７時
　●会場　ひまわり温泉ゆ・ら・ら第1会議室
第2回：デザインシンキングとデザイン開発
　　　　～素材の力を消費者に気付いてもらうデザイン～

　●講師　株式会社コロン　萩原　尚季氏
　　（山形大学・東北芸術工科大学非常勤講師）
　●日時　平成２９年1月１４日（土）
　　　　　午後2時～４時
　●会場　役場１０３会議室

●対象
　① 中山町内に住所を有する方または中山町内

の事業所に勤務している方
　②中山町クリエイティ部員および事務局員
　③中山町内で起業・創業を検討している方
●受講方法
　入場無料・申込不要。当日、直接会場へお越
しください。
※お問い合わせ先
　中山町クリエイティ部事務局
　　　　　　　　　　　　（中山町産業振興課）

☎６６2 - 211４

公開講座のご案内公開講座のご案内

ひまわり温泉ゆ・ら・ら　営業時間変更のお知らせ
年末年始の営業時間は下記のとおりです。

【1月・2月の入浴営業時間】　
　1月４日より営業時間が下記のとおり変更になります。
　●開館時間　午前６時３０分　●閉館時間　午後１０時（受付終了：午後９時）
　　　　　　　※お問い合わせ先　ひまわり温泉ゆ・ら・ら　☎６６2 - ５７７７

開館時間 閉館時間 受付終了時間
１２月３１日（土） 午前６時　　 午後８時 午後７時３０分
1月1日（日） 深夜０時　　 午後９時 午後８時３０分
1月2日（月）・３日（火） 午前６時３０分 午後９時 午後８時３０分
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